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国保税率改正・消防委員会報告

国民健康保険税率を改正
　国民健康保険は、平成30年から県の運営になりました。町は、国民健康保険税を集め、県に
対して事業納付金を納めます。県は、将来、県内の保険税率を均一化する予定です。

令和６年度は下記の表のように改正されます。

資産割を下げた事による減収と県への納付金を確保するため、所得割の税率の引き上げを行います。
国保の加入世帯数2,597世帯　加入者数4,298人　

所得割（％） 資産割（％） 均等割（円）平等割（円）

医療分 8.5（＋ 1.3） 7.0（△ 7.0） 27,000 29,500

支援分 3.0（＋ 0.4） 0.0 8,500 9,300

介護分 2.3（＋ 0.1） 0.0 10,200 7,500

国保税増加
世帯

国保税収
増加額

1,367 世帯 28,096,700 円

反対討論（江藤） 賛成討論（竹下）

　国保は、協会けんぽに比べると、2 倍の税額
である。税額は所得の 1 ～ 2 割になっている。
被保険者は、年金生活者などが多く基盤が弱い。
資産割の引き下げ、税額の確保は、一般会計か
らの繰り入れで対応すべきである。

　国保税は確かに高い。国民皆保険が大切であ
る。日本ではなんとか頑張ればみんなが医者に
かかれ、医療を受けられている。ジェネリック
を使うなど自治体で努力し、医療費を安くする
ことに努めるとともに、国で対応しないと解決
しない。
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